
（別紙２） 

効 用 阻 害 の 確 認 方 法 

 
 
 
 
１．任意の点（３点）を定め鋲を設置する。 
２．鋼巻尺を用い距離（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）を測定する。 
３．レベルを用い本点と鋲との標高差（ｈ１、ｈ２、ｈ３）を測定する。 
４．トランシットを用い方位標角を測定する。 
 ・・・以上を工事前・後に行い、それぞれを記録し、その差を合否の判定とする。

   方位標角（±10″以内）、距離（±5㎜以内）、標高（±10㎜以内） 
 
注１）引照点距離は 20ｍを標準とする。 
 ２）引照点設置が工事現場内で困難な場合は、工事現場以外に設置し、光波測距

儀またはトータルステーションを用いて測定する。 
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